
松竹伸幸様

保有個人情報開示請求について

あなたからありました保有個人情報の開示請求についてお答えします。ご承知むように

日本共産党は個人情報保護法第 5 7 条により適用韓外になっております。

ただし、請求内容の (1) -...-(4) について、あなたの請求内容についてお日本共産党の

見解は次のようになりますので、それをもってお返事とします。

( 1 ) に関しては、党規待按員会が受け取った f路分報告項時撰J などの関連資料りうち、

あなたの側人情報に関わる部分はずでに「しんぶん捧旗j などで発表されているも

ので、それ以外に個人情報に該当するものは様宥していません。

(2) r運用マニュアノレj なるものについて誌、樹人情報に該当しないので、その脊無を

ふくめて回答の必要はないものと考えます。

(3) については、用語の定義であり、個人構報には該当しません。

(4) r再審査の求めj に関しでも個人情報に該当しませんが、除名に関しての再審査に

ついては、被除名者がいかなる書式で提出しようと再審査の対象になることは申し

添えておきます。
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